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注射済票

家
族
の
一
員
と
し
て
、
飼
っ
て
い
る
犬
や

猫
。
突
然
い
な
く
な
っ
た
ら
と
て
も
心
配
で

す
。
飼
い
主
の
元
に
戻
っ
て
く
る
た
め
に
は

ど
う
し
ま
す
か
。

役
場
に
届
け
出
て
お
く
と
、
役
場
で
保
護

し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
見
つ
か
る
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
粕
屋
保
健
福
祉
事
務
所
や
粕
屋
警

察
署
で
も
保
護
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

※
届
け
出
た
後
、
飼
い
主
が
先
に
発
見
し
た

と
き
は
必
ず
そ
の
旨
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
須
恵
町
役
場　

健
康
福
祉
課

☎
９
３
２
・
１
１
５
１
（
内
線
１
５
２
）

☎
９
３
２
・
１
４
９
３

・
福
岡
県
粕
屋
保
健
福
祉
事
務
所　

衛
生
係

☎
９
３
９
・
１
７
４
４

・
粕
屋
警
察
署　

拾
得
物
係　
　
　
　
　

 

　

☎
９
３
９
・
０
１
１
０

　

届
け
出
る
と
き
は
、
次
の
項
目
を
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い

　

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
以
下｢

年

金
特
徴｣

と
言
い
ま
す
。）
と
は
、
公
的
年

金
に
か
か
る
町
県
民
税
を
年
金
か
ら
天
引
き

す
る
制
度
で
す
。
須
恵
町
で
は
平
成
23
年
度

か
ら
開
始
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

　

次
の
１
～
４
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
で

す
。

１
．
そ
の
年
の
４
月
１
日
現
在
に
お
い
て
満

65
歳
以
上
の
人

２
．
公
的
年
金
な
ど
に
か
か
る
所
得
に
対
し

て
町
県
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

３
．
年
額
18
万
円
以
上
の
公
的
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人

４
．
須
恵
町（
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
）

で
介
護
保
険
を
天
引
き
さ
れ
て
い
る
人

　
　

た
だ
し
、
年
金
の
支
給
停
止
や
税
額
の

変
更
、
町
外
へ
転
出
さ
れ
た
人
に
つ
い
て

は
年
金
特
徴
が
中
止
と
な
り
納
付
書
で
の

支
払
へ
変
更
と
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
額
と
徴
収
方
法

○
初
年
度（
初
め
て
年
金
特
徴
と
な
る
年
度
）

・
年
度
の
前
半
…
普
通
徴
収（
個
人
で
納
付
）

　

公
的
年
金
に
係
る
町
県
民
税
の
年
税
額
の

①
飼
い
主
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号

　
（
昼
間
の
連
絡
先
）

②
種　

類

③
性　

別

④
毛　

色

⑤
大
き
さ

⑥
首
輪
の
有
無
・
首
輪
の
色

⑦
鑑
札
、
注
射
済
票
、
迷
子
札
の
有
無

⑧
い
な
く
な
っ
た
日
時
・
場
所

⑨
そ
の
他
の
特
徴

近
隣
の
町
で
保
護
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
同
じ
よ
う
に
連
絡
を
し
て

く
だ
さ
い
。

・
宇
美
町
役
場　

環
境
課

☎
９
３
４
・
２
２
２
６

・
志
免
町
役
場　

生
活
環
境
課

☎
９
３
５
・
１
０
０
１

・
篠
栗
町
役
場　

福
祉
環
境
課 

環
境
係

☎
９
４
７
・
１
１
１
１

・
粕
屋
町
役
場　

環
境
生
活
課

☎
９
３
８
・
０
１
９
８

半
分
を
２
回
に
分
け
て
６
月
、
８
月
に
個

人
で
金
融
機
関
な
ど
で
納
付

・
年
度
の
後
半
…
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）

　
　

年
税
額
の
残
り
半
分
を
３
回
に
分
け
て

10
月
、
12
月
２
月
の
年
金
支
給
時
に
特
別

徴
収
に
よ
り
徴
収

○
２
年
目
以
降
（
前
年
度
か
ら
継
続
し
て
年

金
特
徴
と
な
る
年
度
）

・
年
度
の
前
半
…
特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）

　

２
月
の
天
引
き
額
と
同
額
を
４
月
、
６
月
、

８
月
の
年
金
支
給
時
に
特
別
徴
収
に
て
徴

収
・
年
度
の
後
半
…
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）

　

年
税
額
か
ら
仮
徴
収
額
を
引
い
た
残
り
を

３
回
に
分
け
て
10
月
、
12
月
、
２
月
の
年

金
支
給
時
に
特
別
徴
収
に
よ
り
徴
収

▼
問
合
せ
先
　
税
務
課

　

☎
９
３
２
・
１
４
９
５（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１（
内
線
１
３
１
番
）

健
康
福
祉
課
窓
口
や
役
場
正
面
玄
関
左
側

の
告
示
板
に
、
写
真
や
特
徴
を
記
載
し
た
案

内
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
種
類
、
毛
色
、
大
き
さ
な
ど
は

人
に
よ
っ
て
判
断
基
準
が
異
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
首
輪
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
飼
い
主
が
見

つ
か
ら
な
い
場
合
や
手
が
か
り
が
無
い
場

合
は
、法
律
で
定
め
ら
れ
た
保
護
期
間（
最

低
３
日
間
）
を
過
ぎ
る
と
、
粕
屋
保
健
福

祉
事
務
所
に
収
容
さ
れ
ま
す
。

リ
ー
ド
や
首
輪
が
切
れ
た
り
、
外
れ
た
り

し
な
い
よ
う
に
定
期
的
に
点
検
し
、
修
繕
や

交
換
を
し
ま
し
ょ
う
。

首
輪
な
ど
に
犬
の
鑑
札
、
狂
犬
病
予
防
注

射
済
票
や
迷
子
札
（
電
話
番
号
や
飼
い
主
の

名
前
な
ど
を
書
い
て
い
る
も
の
）
を
付
け
て

い
れ
ば
、
飼
い
主
を
特
定
す
る
の
に
役
に
立

ち
ま
す
。
飼
い
主
の
も
と
に
早
く
帰
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
必
ず
付
け
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

ペ
ッ
ト
が
も
し
も

　
　
　
　
い
な
く
な
っ
た
ら

ペ
ッ
ト
が
逃
げ
な
い
よ
う
に

近
隣
の
町
に
近
い
場
所
で

い
な
く
な
っ
た
と
き
は

鑑
札
、
注
射
済
票
、

迷
子
札
を
付
け
ま
し
ょ
う

役
場
で
保
護
さ
れ
て
い
る

と
き
は

町
県
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

鑑札

普通徴収 特別徴収

６月 ８月 10月 12月 ２月

12000 円 12000 円 8000 円 8000 円 8000 円

年税額の半分を
２回に分けて納付

残り半分を
３回に分けて徴収

特別徴収（仮徴収） 特別徴収

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

8000 円 8000 円 8000 円 8000 円 8000 円 8000 円

２月に天引きされた額と
同じ額を３回徴収

年税額から仮徴収した額を
差し引いた額を３回に分けて徴収

年金徴収の例

ま
ず
は
届
け
出
を

収入が公的年金のみで、平成 23年度の町県民税が４万 8000 円、平成 24年度も４万 8000 円の場合

　

８
月
下
旬
ご
ろ
か
ら
、
役
場
上
下
水

道
課
職
員
（
ま
た
は
下
請
け
業
者
）
と

名
乗
る
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
て

い
ま
す
。上
下
水
道
課
で
は
、ア
ン
ケ
ー

ト
や
電
話
で
の
問
合
わ
せ
は
行
な
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
実
際
に
業
者
が
訪
問
し
て
き

た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

電
話
の
特
徴

・「
須
恵
町
役
場
の
方
か
ら
」
な

ど
上
下
水
道
課
職
員
と
思
わ
せ

る
よ
う
な
自
己
紹
介
を
す
る
。

・
職
員
な
の
か
を
問
う
と
「
下
請

け
業
者
」
と
返
答
を
す
る
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
と
称
し
、
毎
月
の

水
道
使
用
量
や
家
族
構
成
、
浄

水
器
設
置
の
有
無
を
聞
く
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
し
て
く
れ

た
お
礼
と
い
う
理
由
で
、
住
所

や
氏
名
を
聞
く
。

・
不
審
そ
う
な
対
応
を
す
る
と
電

話
を
切
る
。

▼
問
合
せ
先　
上
下
水
道
課

　

☎
９
３
２
・
１
４
４
５

　
　
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

　
　
（
内
線
２
３
３
番
）

か
た
り
業
者
に
ご
注
意
！

平成23年度 平成24年度


